
第五回

参第八号

　　　食料品配給公団法の一部を改正する等の法律（案）

 （食料品配給公団法の改正）

第一条　食料品配給公団法（昭和二十二年法律第二百一号）の一部を次のように改正する。

第三条第三項中「復興金融金庫から借り入れるものとする。」を「借入金によること

ができる。」に改める。

　第三十一条第一項中「昭和二十四年七月一日」を「昭和二十五年四月一日」に改める。

 （飼料配給公団法の改正）

第二条　飼料配給公団法（昭和二十二年法律第二百二号）の一部を次のように改正する。

第三条第三項中「復興金融金庫から借り入れるものとする。」を「借入金によること

ができる。｣に改める。

　　第三十二条第一項中「昭和二十四年七月一日」を「昭和二十五年四月一日」に改める。

 （油糧配給公団法の改正）

第三条　油糧配給公団法（昭和二十二年法律第二百三号）の一部を次のように改正する。

　　第三条第一項中「一千万円」を「十五億一千万円」に改め、同条第三項中「復興金融

金庫から借り入れるものとする。｣を「借入金によることができる。｣に改める。

　　第三十一条第一項中「昭和二十四年七月一日」を「昭和二十五年四月一日」に改める。

 （食料管理法の改正）

第四条　食糧管理法（昭和十七年法律第四十号）の一部を次のように改正する。

第十六条第三項中「復興金融金庫ヨリ之ヲ借入ルモノトス」を「借入金ニ依ルコトヲ

得」に改める。

　　第二十条第一項中「昭和二十四年七月一日」を「昭和二十五年四月一日」に改める。

 （肥料配給公団令の改正）

第五条　肥料配給公団令（昭和二十二年勅令第百七十一号）の一部を次のように改正する。

　　第三条第三項中「復興金融金庫から借り入れるものとする。」を「借入金によること

ができる。」に改める。

　　第三十二条第一項中「昭和二十四年七月一日」を「昭和二十五年四月一日」に改める。

　　　附　則

この法律は、公布の日から施行する。



　　　　　理　由

　食料品配給公団法、飼料配給公団法、油糧配給公団法及び肥料配給公団令の有効期間並

びに食糧配給公団の存続期間を昭和二十五年四月一日まで延長するとともに、これらの公

団の運営資金は借入金によることができるようにし、且つ、油糧配給公団の基本金を増額

する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


